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１．件名：「大間原子力発電所の地震等に係る新規制基準適合性審査に関する事

業者ヒアリング（１２５）」 

 

２．日時：令和４年７月４日（月）１３時３０分～１４時３５分 

 

３．場所：原子力規制庁９階耐震会議室 

 

４．出席者 

  原子力規制庁 原子力規制部 地震・津波審査部門： 

岩田安全管理調査官、三井上席安全審査官、佐藤主任安全審査官、

中村主任安全審査官、永井主任安全審査官、大井安全審査専門職、

松末技術参与、馬場係員 

  電源開発株式会社※  原子力事業本部 原子力技術部 部長 他９名 

※テレビ会議システムによる出席 

 

５．自動文字起こし結果 

   別紙のとおり 

   ※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

     発言者による確認はしていません。 

 

６．提出資料 

・大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について（地震・津波関係） 

・第 1043 回審査会合でのご指摘を踏まえた敷地の地質・地質構造における

審査資料の品質確保策の改善について 

・敷地の地質・地質構造（コメント回答その１４）の第 1043 回審査会合資

料の誤りの正誤表（別紙１） 

・敷地の地質・地質構造（コメント回答その１４）の 2021 年 12 月 8 日に実

施したヒアリング資料の誤りの正誤表（別紙２） 

 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:00 染色技術の高岡でございます。 
0:00:03 本日は 4 月 22 日に開催されました、第 1043 回審査会合における敷地の

地質地質構造のうち、ＣＡＭＳ11 変状のコメント回答資料の動き、 
0:00:16 その対応について、5 月 12 日のヒアリング引き続き 2 回目のご説明をい

たします。 
0:00:23 品質保証する品質確保策の改善につきましては、 
0:00:28 前回ヒアリングにて原因の掘り下げが足りないとのご指摘を受けまし

て、品質保証の文書の協力をえてお急ぎを再検討した上でですね、 
0:00:38 原因再発防止策、それから手順プロセスの改善策を講じてございます。

こういうヒアリングの再開に向けての大きなハードルになりますので、 
0:00:49 是非とも審査会合でのご審議をよろしくお願いいたします。 
0:00:53 本日ご用意いたしました資料を確認させていただきます。右上に 173 番

と。 
0:01:02 書いた資料をコメントリストでございます。 
0:01:06 ＡＣ473 の資料につきましては、正誤表として別紙 1 には添付されてご

ざいます。 
0:01:16 左に先立ちましてコメントリストでございますけど、26 ページ、最後の

ページにおきまして、 
0:01:23 品質保証のコメント、Ｓ8－2 を修正してございます。 
0:01:29 これはテンロク自身の動きについて、事前に規制庁さんへご報告したも

のではなくて、第 983 回審査会合でのコメントと、形にいたしまして、 
0:01:42 その場で回答済みという、 
0:01:45 ことで記載させていただきました。何かお気づきの点があればご指摘く

ださい。 
0:01:53 よろしければですね、本題の品質確保策の改善について、原子力土木室

長のイノシタからご説明いたします。 
0:02:05 大体 20 分程度のご説明になります。よろしくお願いします。 
0:02:14 電源開発のイノシタでございます。それでは資料番号をＭ1－Ｃ173 につ

いてご説明させていただきます。 
0:02:24 なお前回のヒアリングにおきまして、資料のミスは必ず起きるものと、 
0:02:29 これまでの手順、体制で何が問題となったのか、分析深掘りをした上

で、問題点を潰す対応を講じたことが理解できる資料との後増減があり
ましたので、その観点を念頭に、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:41 資料の見直しを行って参りました。 
0:02:46 今回資料構成の流れとしましてはまず、 
0:02:50 誤りの内容、そして誤りが発生した経緯及び原因、 
0:02:56 今後誤りを発生させないための再発防止策。 
0:03:00 及びこれまでにこういった再発防止策の有効性の検証結果に基づく手順

プロセスの見直しというような流れで構成しております。 
0:03:09 それではまず資料 1 ページ目、誤りの内容になりますけども、この部分

につきましては、前回ご説明した内容と同じですので、本日は詳細説明
は割愛させていただきます。 

0:03:20 ただし、以後の説明におきまして、誤りの区分ごとにご説明いたします
ので、 

0:03:25 資料 2 ページご覧ください。資料 2 ページの最後のところに、 
0:03:29 三つの区分、 
0:03:31 ボーリング孔の位置の誤り、 
0:03:34 データセンター分ミスによるグラフ等の誤り、 
0:03:37 グラフ上に示すシームＳ11 の分布深度の表示の誤りと、 
0:03:43 これをご認識いただいた上で、以降、ご説明をお聞きいただければとい

うふうに思います。 
0:03:49 なおお手元にあります別紙 1 別紙 2 の審査資料の誤りの正誤表も前回と

同じものとなりますんで説明は割愛させていただきます。 
0:04:01 そうしましたら資料 3 ページをご覧ください。 
0:04:05 誤りが発生した。 
0:04:07 経緯及び原因についてご説明させていただきます。先ほどお話しました

三つの区分の誤りの順番で、 
0:04:15 審査資料作成段階と、 
0:04:18 訴訟チェック段階の二段階に分けてご説明いたします。 
0:04:23 初めに、ボーリング孔位置の誤りについてです。 
0:04:27 誤りが発生した資料、審査資料作成段階における経緯ですけれども、ま

ず、 
0:04:32 審査指導者が、 
0:04:34 審査会合で必要な追加調査計画のボーリング孔位置について、まず社内

で議論検討するために、ボーリングの施工に先立ちまして、 
0:04:44 計画段階の座標データを、 
0:04:47 ボーリング孔位置の管理用のチャートファイル入力の上、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:04:50 検討用図面を作成しておりました。 
0:04:54 その際、 
0:04:55 資料作成者は、 
0:04:58 関係者と審査資料のレイアウト構成が共有されてない段階で、検討図面

を審査資料のパワーポイント形式で作成しておると。 
0:05:09 その後、追加調査が進みまして、ご承知の通りボーリング孔位置が現場

の状況によって位置が変更された場合、調査工事におきましては、当社
の品質保証に基づく記録管理によって、 

0:05:22 調査工事が受注者へ、 
0:05:24 指示がなされておったんですけども、 
0:05:27 一方、このときに、資料作成者の方につきましては、最初にお話しまし

たボーリング孔位置のＣＡＤファイルの修正をしていなかったと。 
0:05:38 その後、ヒアリングに向けて、審査資料作成に着手しましたけれども、 
0:05:43 審査資料の作成者は、審査資料の作成の効率化の観点から、 
0:05:49 検討用図面を審査資料を流用していたというところです。 
0:05:53 ただその流用の際に、 
0:05:55 調査結果との照合が行われなかったために、 
0:05:59 計画段階でのボーリング情報が残ったままになってたというところで

す。 
0:06:04 これが経緯になります。 
0:06:06 この経緯をを見まして議員ですけども、 
0:06:09 いくつかこれの場合は考えられておりまして、 
0:06:13 まず、 
0:06:15 1 ポツになりますけども、審査資料の説明骨子を作成した後に、 
0:06:20 論理展開に合わせた審査資料のレイアウト構成が関係者間で共有されて

いない状態で、審査資料作成に着手したと。 
0:06:30 いうことで、 
0:06:31 後、議論する中で審査資料のレイアウト変更を伴う修正を繰り返し行っ

てしまったというところ。 
0:06:40 二つ目としましてボーリングの位置が変更された際、資料作成者は、ボ

ーリングの位置の変更を認識していましたが、先ほど申しましたよう
に、ファイルの修正を失念してたということ。 

0:06:53 三つ目としまして、根拠データの定義が明確ではなく、 
0:06:57 ＣＡＤファイルの 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:06:58 ボーリング孔位置が適切と思い込んでしまったがために、 
0:07:02 一次を作成するための根拠データとして、調査結果報告書の調査結果を

用いられてなかったということ。 
0:07:10 最後になりますが、あらかじめ作成した検討用図面表等と審査資料との

区分が明確に認識されていなかったため、 
0:07:19 検討図面を審査資料を流用する際に、 
0:07:22 根拠データを確認しなかったと。 
0:07:24 いうことが考えられております。 
0:07:28 次に、市、 
0:07:29 地層チェック段階における内容です。 
0:07:32 資料 3 ページの下ほどをご覧ください。 
0:07:36 ある経緯としましては、チェック者におきまして、先ほどのＣＡＤファ

イルを根拠データとして、チェックを行ったと。 
0:07:45 いうことがあり、審査資料等調査結果等の整合性を確認するに至らなか

ったと。 
0:07:50 いう経緯がございます。そのため、 
0:07:53 Ａ1、本工事における根拠データとの照合におきまして、根拠データの

定義が明確でなく、資料作成者とチェック者の間で認識が共有されてな
かったと。 

0:08:04 いうこと。 
0:08:06 またチェック者の一部は、ボーリング孔位置の変更があったことを把握

してたものを、作成者が適切に対応しているものと思い込み、 
0:08:16 審査資料作成者へ対応状況問い掛けることがなかったがために、 
0:08:22 ボーリング代表との整合性の確認が実施されなかったということが原因

として考えられております。 
0:08:29 続きまして二つ目のデータ選択ミスによるグラフ等の誤りに関してで

す。資料の 4 ページをご覧ください。 
0:08:38 先ほどと同じ流れでご説明させていただきます。 
0:08:42 まず紙資料作成段階ですけれども、 
0:08:46 経緯としまして、資料作成者ボーリング孔ごとに、 
0:08:50 深度の表示の異なる複数の調査項目の測定データを、 
0:08:56 一律にこう記載してしまい、 
0:08:58 1 枚の表の中に、基礎データとして整理していた状態でした。 
0:09:02 その 1 枚の表から、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:09:04 調査項目ごとに、 
0:09:06 測定データと、地質区分Ｄたと見比べグラフ化に必要なデータを直接選

択しながら、 
0:09:14 複数のグラフを作成していたと。 
0:09:16 この際、測定データの選択を誤ってしまったというところの経緯がござ

います。 
0:09:22 また、これまで同様な手順で等を実施しててミスが生じないがために、 
0:09:29 今回も同じ手順のミスが生じるとの認識に至らず、表の改善が図られな

かったという経緯になります。 
0:09:37 そのため、 
0:09:39 データの選択の誤りを減らす観点からは、グラフ化する調査項目ごと

に、 
0:09:44 分けて二次的な表を作成するべきでありましたけれども、 
0:09:48 今回、先ほど申しましたように深度表示の異なる複数の調査項目が並列

に記載された、1 枚の評価で直接測定データを選択し、 
0:09:58 しグラフ化してしまったがために、結果的に、基礎データの表が誤りを

防止できるような形となってなかったと。 
0:10:07 いうところが誤りの選択に繋がったということが原因。 
0:10:11 だというふうに考えました。 
0:10:13 次に品層序チェック段階ですけども、 
0:10:17 チェック者はその表自体が複雑、チェックしづらいというふうに感じて

たんですけども、 
0:10:22 結果的に表の改善を直接資料作成者求めていなかったというところがご

ざいます。 
0:10:28 そのため、 
0:10:30 チェック者は改善されてない表を用いたがためにチェックをしたがため

に、気づけなかったというところが経緯となります。 
0:10:38 そのため、資料チェック者は、 
0:10:41 先ほど申しましたように作成者の作業負荷を心配してしまったために、

口資料の誤りの重大性に対する 
0:10:48 思考が停止してしまって、 
0:10:51 遠慮というところがあり、今日の改善を求めなかったというところ。 
0:10:56 また、小がチェックしづらいと。 
0:10:59 いうところの状態で基礎データの表を用いてチェックをしたために、 
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0:11:03 誤りに気づかなかったということが原因として考えられます。 
0:11:10 三つ目としまして、 
0:11:11 グラフ上に示すＣＡＭＳ11 の新分布深度の表示の誤りについてとなりま

す。 
0:11:17 資料 4 ページの下から 5 ページご覧ください。 
0:11:21 最初に経緯となりますが資料作成段階におきまして、 
0:11:26 審査資料の作成者は、 
0:11:28 骨子を説明した後に、審査資料に作成し、 
0:11:32 最初のボーリングの誤りと同様レイアウト変更というのが繰り返されて

たというところがございます。 
0:11:39 繰り返したがために、その岩盤性状を表す測定値のグラフ城野委員。 
0:11:45 チームＳ11 の分布深度のラインをですね重ねて評価する手順っていうの

で作成しておりましたが、 
0:11:53 その際は、グラフの線と、 
0:11:57 グラフとせんと、グループ化、グループが解除と。 
0:12:01 いうことを資料の中で繰り返していく中で、 
0:12:05 修正対象ではない、分布深度のラインが本来 1 からずれていた位置で、

グラフに張りつけられたというのが今回の結果となります。 
0:12:16 議案につきましては、最初とこれ共通するところがございまして、論理

展開に合わせたレイアウト構成が共有されていない状態で審査資料作成
に着手したと。 

0:12:27 いうところで、 
0:12:28 結果として、レイアウト変更繰り返しがために、そういうグループ化、

グループ解除といういわゆる中で、線がずれてしまったと。 
0:12:37 いうところが原因というふうに考えられております。 
0:12:42 資料チェック段階におきましても、 
0:12:44 作成したとリンクするところがございますが、修正対象とした測定値の

グラフに着目して繰り返しチェックを行い、 
0:12:52 そのとき修正対象ではない。 
0:12:55 勤務の位置のずれを見落としてたと。 
0:12:58 いうところが経緯にございます。 
0:13:02 金としましてはまず表の意味ということを重要性ということが、ちょっ

と考えが、 
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0:13:09 十分でなく、修正箇所のみをチェックする傾向にあってしまって、見逃
したということ。 

0:13:16 また資料修正が何度も繰り返されたというところがありまして、 
0:13:21 残念ながらチェック者のマンネリ化による集中力が欠けてしまったとい

うことで誤りを発見できなかったと。 
0:13:27 いうところが原因というふうに分析をしております。 
0:13:33 以上、3 区分の誤りの経緯と原因について説明させていただきました

が、関係性がちょっとご理解いただきやすいように、表形式で、 
0:13:43 資料 11 ページに誤りの項目、内容と原因がわかりやすいように、整理

しておりますので必要に応じてご参照ください。 
0:13:55 続きまして、 
0:13:59 資料 6 ページになります。 
0:14:04 説明した原因ともない顕在化した誤りに対しまして、同じ繰り返しをし

ないように講じた再発防止策の内容についてご説明させていただきま
す。 

0:14:13 まず初めに各原因に対して、今回六つのサイズを策を講じました。それ
についてご説明させていただきます。 

0:14:21 まず一つ目。 
0:14:23 より計画性のある資料作成ということで、 
0:14:27 この資料の作成段階におきまして先ほど申しましたように、資料が繰り

返し、が多かったというところが一つの原因としてとらえてますんで、 
0:14:34 その繰り返しを抑制しながら、 
0:14:37 資料の完成度を高めるために、 
0:14:39 資料作成段階の方針、 
0:14:42 作成する前の方針検討におきまして、これまで、 
0:14:46 説明骨子の作成はしておったんすけどその後、論理展開に合わせた審査

資料のレイアウトの構成等の手順を追加いたしました。 
0:14:54 そこで、 
0:14:56 資料の作成方針を十分議論検討した中で、 
0:15:00 審査資料作成に着手するという手順に改めております。 
0:15:04 二つ目、基礎データの整理工夫。 
0:15:07 としまして、これも作成段階におきまして、 
0:15:11 計画変更の情報を確実に反映するために、 
0:15:14 計画変更時の、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:15:16 ファイル管理の手順をルール化しました。今回具体的に言いますと、 
0:15:20 ボーリング孔の計画位置から変更する際は、 
0:15:24 ボーリングの位置管理用の他のファイルを反映するということを、見え

る化してルール化しております。 
0:15:31 グラフの方につきましても、先ほど 1Ｄたから直接見づらい状態でやっ

たというところが原因ですんで、 
0:15:38 グラフ化する調査項目の測定データごとに分けて、 
0:15:42 二次的な表を作って一つのグラフで一つの表という形に改めておりま

す。 
0:15:56 三つ目となります。 
0:15:59 三つ目は、 
0:16:02 根拠データの明確化というところになります。 
0:16:06 2 ページ。 
0:16:09 すいません 
0:16:11 本部よりも 12 ページの方がちょっとわかりやすいかと思いますのです

みませんお手数ですが 12 ページの方ご覧ください。 
0:16:20 左側に原因、先ほどお話しました原因右側に再発防止策となってます。 
0:16:25 今、上から二つご説明させていただきまして三つ目、根拠データの明確

化というところでございます。その灰色のハッチングがなされていると
ころです。 

0:16:35 ここにつきましても、審査資料の作成段階におきまして、 
0:16:40 審査資料の図表を作成する際の根拠データを明確化すること。 
0:16:44 あらかじめ、 
0:16:46 作成した検討図面と審査資料の区分を明確化ルール化することというよ

うなことを講じております。 
0:16:54 四つ目、四つ目につきましては、審査資料の図表の意味を十分考えたチ

ェックということでここは資料のチェック段階になりますけれども、 
0:17:03 図表の意味、これが何を意味するかということを改めて、 
0:17:07 頭の中にきちっと入れた考えて、チェックすることの徹底を図っており

ます。 
0:17:14 五つ目としまして、コミュニケーションの改善というところです。 
0:17:18 チェック段階におきまして、 
0:17:20 資料作成者とのコミュニケーションをうまくいってなかったというとこ

ろをとらえまして、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:17:26 後工程であるし、印章チェック段階を意識した情報の受け渡しの手順の
ルール化と、 

0:17:32 いうことを、今回再発防止策として講じております。 
0:17:39 これまで、 
0:17:40 述べた再発防止策を実施していくことで、審査資料の質を向上させて参

りますが、その前提としまして最後に記載しております。 
0:17:48 意識の改善も図っていく必要がございます。 
0:17:53 今回の審査資料の誤りを教訓としまして、誤った資料では、 
0:17:58 誤った結論を導いてしまうと。 
0:18:00 いうことの動機づけが重要であると考え、これまで以上に、 
0:18:05 審査資料の品質確保への認識を高め、 
0:18:08 かつそのレベルを維持していくために、 
0:18:11 教育等を継続的に実施して参ります。 
0:18:19 これまで説明した各原因に対する再発防止策を検討した結果幾つかの再

発防止策は、 
0:18:26 資料作成段階からチェックに至るすべての手順において共通する根本的

な再発防止策であると。 
0:18:33 位置付けられるかと考えております。 
0:18:37 これまでの手順プロセス全体の根本的な改善に寄与し、 
0:18:42 同様の誤りを繰り返さないための大きな効果が見込まれると考えており

ます。 
0:18:49 具体的には資料 12 ページの、 
0:18:52 各個別のうちの、 
0:18:55 緑でハッチングされてるところがございますが、 
0:18:59 その三つにつきましては、 
0:19:02 全体にわかる事項と考えておりまして、 
0:19:05 まず一番上の計画性のある審査資料につきましては、手順全体にわたっ

て審査資料の修正の繰り返しが生じにくくなり、誤りの発生が抑制され
るという効果、 

0:19:19 二つ目の基礎データの整理の工夫の、 
0:19:23 グラフ整理、データ整理のところにつきましては、 
0:19:27 資料作成段階においてグラフ化に必要なデータの選択が容易となる、誤

りの発生が抑制されたものに、チェック段階においても、チェックが容
易となると。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:19:36 いうようなことで誤りが検査略すとなるというところがございます。 
0:19:42 5 番目のコミュニケーション改善につきましても、審査資料作成者とチ

ェック者との間のコミュニケーションが、手順全体を俯瞰して相互に補
完し合うように改善され、誤りの発生が抑制されると。 

0:19:56 いうような形で再発防止策を講じて参りたいと。 
0:20:00 考えております。 
0:20:04 最後になりますけども、 
0:20:08 これまで講じた再発防止策では、審査資料作成段階からチェック段階に

至る前、 
0:20:15 工程での手順プロセスにおいて、有効でなかったところがあったがため

に、今回あまりが生じたと言わざるをえません。 
0:20:23 このため、 
0:20:24 これまでの手順プロセスのどこが良くなかったのかということを検証を

行い、 
0:20:29 不備、不足していたところに対して、具体的にどう見直すかということ

で、改善が図られるかというところを整理しましたのでその内容につい
てご説明いたします。 

0:20:40 まずこれまでの手順プロセスですが、 
0:20:43 資料 13 ページのＡ3。 
0:20:47 図に示します左側のフローをご覧ください。 
0:20:56 はい。これまでの、 
0:20:59 ところ左側になりますけども、 
0:21:01 上から紙審査資料着手から提出に至るの手順を左側、 
0:21:09 各段階での具体的な対応をその横に記載しております。 
0:21:14 各段階に示す具体的な対応がこれまでのところ有効に機能していたとこ

ろもありましたが、 
0:21:21 各段階での対策、のところで不備不足のため、追認示します、神野マー

クのところの記載におきまして、誤りが発生したというところになりま
す。 

0:21:34 誤りが発生した問題についてですけども、 
0:21:38 まず、し、 
0:21:40 上に示します、作成方針検討時のところです。 
0:21:44 ここにおける問題とをしまして、上から論点整理、 
0:21:50 説明骨子作成を実施した後、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:21:52 審査資料の作成方針レイアウト等が共有されないまま、 
0:21:56 直接審査資料用の素材、図表等の作成、 
0:22:01 並びに、 
0:22:03 審査資料案の作成の手順を移っていることが問題点。 
0:22:08 次に、審査資料の素材作成時における問題としまして、 
0:22:13 将来作成時の手順において変更管理。 
0:22:16 飯野ファイル管理に係るルールのプロセスがなかったというところ。 
0:22:23 また、 
0:22:24 落下する調査項目の測定データ。 
0:22:27 ごとに分けて二次的な表を作ってなかったというプロセスがなかったこ

と。 
0:22:32 さらに、審査資料作成時における問題としまして、 
0:22:37 プロセスの中に検討用図面と審査資料を明確に区分するルールや、 
0:22:43 エント詰め表等と、流用する際に根拠データを確認するルール。 
0:22:49 審査資料に図表を作成する際の根拠データとして、調査結果の報告書を

調査データに持ちルールが足りなかったというところの問題点。 
0:22:58 そして品質保証チェックにおける問題について、根拠データの定義につ

いて、 
0:23:03 作成者とチェック者の間で認識を共有するプロセスが足りなかったこ

と。 
0:23:09 またチェック者はし作成者に改善を求めるというようなプロセスが足り

なかったと。 
0:23:15 いうところ。 
0:23:19 図表の意味を考えたチェックを徹底するルールが足りなかったと。 
0:23:23 いうところ、このあたりが問題点と。 
0:23:25 いうふうに考えられております。 
0:23:27 これら手順プロセスの不備不足は、先ほど再発防止策のまとめのところ

で説明しました、基準全体に関わる根本的な問題にひもづく内容でござ
いまして、 

0:23:39 有効性を継承した結果を見ても、この 3 点に着目した見直しを行うこと
が必要と。 

0:23:44 評価いたしました。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:23:47 なお、今回の誤りはこの手順プロセスの問題があって発生したというと
ころでありますんで、体制の改善んところまでには及ばないというふう
に考えてございます。 

0:24:01 続きましてその評価結果に基づき見直したプロセスについて、 
0:24:05 13 ページの右側のフローをご覧ください。 
0:24:13 まず、作成方針検討時の問題点につきましてはここに記載の通り、 
0:24:18 論理展開に合わせた審査資料のレイアウト等の検討の手順を追加するこ

とによって、 
0:24:26 対応したいというふうに考えております。 
0:24:30 次に、素材作成の手順におきましては、 
0:24:34 審査資料作成時の事象のミスに、防止に防ぐプロセス、 
0:24:38 を追加しております。 
0:24:41 安定目としまして、 
0:24:47 競うチェック段階におきまして、 
0:24:49 情報伝達の改善を図るプロセスを、を追加しております。 
0:24:54 また、根本的な共通する問題に対する見直しだけではなく、ここに記載

の通り、 
0:25:01 審査資料の図表作成時のミスを防ぐプロセスの追加。 
0:25:06 審査資料作成時の根拠Ｄたの確認を適切に行うプロセスの追加。 
0:25:12 チェックの質を高めるプロセスの追加、各段階のプロセスも見直すこと

で、審査資料の誤りを防ぐ観点で有効な手段と、 
0:25:19 いうふうに考えてございます。 
0:25:24 最後になりますけども、これまでご説明しました内容を反映し見直し

た。 
0:25:29 作成手順、審査、 
0:25:31 資料の作成チェック過程と体制を合わせまして、 
0:25:34 資料 15 ページのルーさんに取りまとめてございます。 
0:25:41 今回の誤りは、敷地の地質地質構造の追加資料に係る審査資料の箇所で

したけども、 
0:25:47 今後提出する地震津波関係の審査資料につきましては、 
0:25:51 今回ご説明させていただきました、作成手順調節に沿った、 
0:25:56 作成チェック等を行い、審査臨むことといたします。 
0:26:00 また、今回こういった再発防止策さえ実施実践していれば、誤り相似な

いだろうというような高尾括らず、今後、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:26:09 審査資料を準備していく中で、ミスに繋がるようなヒヤリハット事象は
拾い上げ、 

0:26:14 当社のＣＡＰシステム等も登録して、継続的に改善して参ります。 
0:26:20 説明は以上となります。 
0:26:25 はいありがとうございました。 
0:26:28 規制庁側から何か確認したい事項等あればお願いします。 
0:26:34 佐藤ですけども。 
0:26:38 3 ページのね、この経緯原因って書いてんだけど、これまずその事象の

発見っていうのが書いてないんだよね。 
0:26:45 実は。 
0:26:46 前回のヒアリングの資料もそうだったんですけども、これ致傷の発見っ

ていうのがこれ経緯の中に入ってんですか。入ってないですよね多分
ね、これどうやって事象の発見って。 

0:26:58 誰が見つけたんですかね。 
0:26:59 どの家庭、どういうふうに見つけたんですか。 
0:27:04 電源数の見直しだと思います。申し訳ございません。いつ発見というこ

とはここに記載してございませんで、発見した時はですね、ヒアリング
を望む段階になって、 

0:27:17 等、 
0:27:19 資料を発表するものが、再度見直した段階で、 
0:27:25 誤りに気づき、 
0:27:26 それで共有して、規制庁さんに報告したというところでございます。 
0:27:33 そうするとねなんか 
0:27:36 今までそのチェック体制ってそもそもなり成り立っていたのかなと、チ

ェックしちゃっていたのかなと私は思うわけね実は今日の説明聞いてほ
とんどなんか 1 人親方で。 

0:27:47 自分で作って自分でチェックして自分で説明してみたいな多分、 
0:27:52 何か自己完結してたんじゃないかなと思っているんだけど、本当にそ

の、 
0:27:57 要所要所でそのチェック者のある者がいたのかなと。 
0:28:01 いうふうにちょっと思うわけねこれ、今日のやつ聞くと、 
0:28:05 つまり資料尺作成者と資料チェック者っていうのは、 
0:28:11 これ 1 人なんじゃない。 
0:28:13 もしかして、違う。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:28:15 1 人だったのではないのか。いや、 
0:28:18 電源開発イノシタと 1 人ではございませんで、 
0:28:25 東電、 
0:28:26 15 ページの体制表ございますけども、 
0:28:31 審査資料作成者事務局、責任者ということで、審査資料作成者も当然複

数でチェック者も複数いる状態で対応して 
0:28:41 おります。で、 
0:28:43 あと、 
0:28:46 先ほど見つけたところの段階ですけどもこれ複数ございまして 
0:28:51 1 ヶ所、審査資料作成者見つけたところもございますが、ここの記載の

ところで、最終確認会とかプレヒアの中でもちょっとミスがあって見つ
けたというところもございます。 

0:29:09 はいサトウです。 
0:29:11 そう。その最終確認まではいけばねもしかしてその複数の人で見るかも

しれないけども、多分、ちょっと言葉が足りなかったです。 
0:29:22 チェックさチェックシャーで、あのさ、 
0:29:26 発見して作成者にフィードバックしたというところで誤りがあったとい

うところもございました。申し訳ございません。 
0:29:34 何かちょっとこれ見てるとね、何か私はそういうふうな感触を得るわけ

ですよ。 
0:29:41 例えばこの 2 ポツ 1 のボーリング孔の誤りなんていうのはね、何でそ

の、 
0:29:48 計画段階のその町ん位置が変更されたにもかかわらずそれを何か審査

し、紙資料作成者がそのいじり得ることができるのか、できたのかって
のはやっぱりまだ、 

0:29:59 腑には落ちないですね。 
0:30:01 正直これを聞いても、 
0:30:06 品質をチェックたい段階って聞いてんだけど本図のその仕様チェック者

は、 
0:30:12 云々かんぬんって書いてるんだけど、これはもう本当にいたのかどうか

って私は疑問ですね。 
0:30:17 4 ページのこのデーターセンタ組数のグラフ等の誤りってありますけど

も、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 
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0:30:23 これはもうチェック者はもうほとんどチェック機能が機能していないっ
てことを表してるわけですよね。遠慮して言えませんでしたみたいなそ
んなこと書いてあるよねこれねそうすっともうチェックにも何もならな
いっていうあれだって話だよね、一言で言っちゃうと。 

0:30:37 それから、4 ページの一番下、グラフ上に示すシームＳ11 の分布深度の
誤り、 

0:30:43 これ。 
0:30:45 これはそもそもチェック者がチェックのしようがあるのかなっていう、

そういう代物ですよねこれね。 
0:30:52 チェックのやり方とかその仕様があるのかなと迷って持ってチェッ食う

はできないっていうのが正しいんじゃないか、作った人じゃないとわか
りませんっていうことに、 

0:31:02 なったので結果的に間違ってたっていうことになる、なったんじゃない
ですかね。 

0:31:08 そうなんじゃないですか。ちょっとその、 
0:31:10 私今日の資料を見ててねその深掘りしたって言っても何かあんまり腹部

になってなくって、 
0:31:15 説明を詳しくしたっていう数なんかそんな資料構成にしか私は見えない

んですよ、今日の資料。 
0:31:23 そうじゃないですか。 
0:31:29 電源開発のイノシタでございます。 
0:31:32 例えばＳＵＲＣサトウさんがおっしゃったシームＳ11 の分布深度の誤り

とかですけども、 
0:31:41 これチェック段階において、ボーリングの資料で、例えば柱状図とかで

すと、柱状図の 1、Ａライン、 
0:31:49 ここで深さが表示されます、されてますんで、当然チェック段階でも、

そこをきちっと確認できていれば、チェック者が気づいて、 
0:31:59 間違ってるよというところを、作成者にフィードバックして改善ができ

たというところがございますんで、全然チェックがザルだったというと
ころでは結果的にはそう言わざる、言われるかもしれませんけども、 

0:32:12 そういうチェックをしておけば、きちっとチェックの機能が働いて、対
応できたというところが考えております。 

0:32:22 だから機能してなかったんでしょう。 
0:32:24 結果的には、 
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0:32:26 漏れたんでしょ。 
0:32:29 結果的には今回結果として漏れたというふうな、 
0:32:33 これはもう申し開きできないっすよねだからね。 
0:32:37 いや、これはちゃんとやってれば見つけられましたっていうのはそれは

もう言い訳しかならないですよ、今もって言えば。 
0:32:44 この 2 ポツ 3 と、これあれですよね。震度分布表示の誤りと、これボー

リングの位置の誤りってリンクしてんですねこれ多分ね。 
0:32:53 そうではないですか。 
0:32:55 これはリンクしてません。はい。リンクしてない。 
0:33:00 はい、麻生でおります。そうですか。わかりました。 
0:33:04 なんか深堀と言いつつもですねだから先ほどのちょっと繰り返しで申し

訳ないんですけど、ちょっと前回の資料を少し詳しく説明しましたって
いう程度にしかちょっとなってないんじゃないかなと。 

0:33:15 あと、6 ページ、六つの防止策っていうんだけど、 
0:33:20 が六つの防止策って普通に多分これ、 
0:33:26 普通にやはりやるようなことですよねっていうんしか私にはちょっと見

えないんだけども、それすらできてなかったっちゅうのはやっぱり大い
に反省すべき点もあるのじゃないですか。 

0:33:38 月の猪瀬です。佐藤さんがおっしゃる通り今回、これできてなかったと
いうことは事実ですんで我々大いに反省してこれをきっちりとルール化
して、 

0:33:49 フィードバックしてきちっと対応するというところでご説明させていた
だきました。それで今回のその、うん。ミソは 13 ページになるんです
か。 

0:33:58 結局こういう事象をとらえ、今回深掘りしたって皆さんの言葉を借りて
深掘りして、対策を打って、その対策を反映したのがこの 13 ページ右
側の 

0:34:11 フロー図に落とし込みましたと、こういう対策をもって、今後はやって
いきますというそういう説明ですよね 13 ページは、 

0:34:20 配送で前回、どこで誤りがあって、その原因が何でというところが資料
でうまく見せお見せできてなかったんで、そう、言葉で言えなかったん
で、 

0:34:34 に対応するためには、こういう形でお見せするのがいいかということを
我々の中で考えて今回示させていただきました。 
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0:34:40 従前のそのチェック体制なるものが左側で、これまでと書いているやつ
で今回そこに新たに 

0:34:48 チェック機能を少し埋め込んなんですかね少し。 
0:34:53 一言で言うと、どちらかといえばチェックよりもやはり、もう資料作成

の段階でミスが起きてたというところがございますんで、チェックで拾
うというよりはまず、 

0:35:05 今回重視したところは、作る段階で、ある程度ルール化して、廣部とい
うところを、どちらかといえば主眼を置いて、再発防止策を講じており
ます。 

0:35:16 もう資料集作成段階根本的なところからというそういうことですか。 
0:35:23 はい。ですんで今回根本的な問題のところは、やはり資料作成時におい

て、先ほどご説明したことができてなかったというところがありますん
で、 

0:35:33 今回やっぱりそこから押さえないと、そのまま 
0:35:37 チェック段階でも抜けてしまうというところがございましてそこに注力

して、ご説明させていただきました。 
0:35:46 はい、わかりました。15 ページが 13 ページの右側のやつを、 
0:35:51 少しあれなんですかね誰がという体制のところを入れたっていうのが 15

ページの位置付けでよろしいですか。 
0:35:59 はい。おっしゃる通りでございます。 
0:36:02 ただね、これ誰がっていうふうには、その下、一応書いたつもりかもし

れないけども資料作成者ってずっと見ていくと全部資料尺作成者なんだ
よね何かね。 

0:36:13 誰がっていうところはね最後になってくると 
0:36:16 審査資料チェック者とかなんかそういうのが出てくるかもしれないけど

も、 
0:36:21 ずっと作成者で、作成者は誰ですか責任者は誰ですかって事務局は誰で

すかっていう。 
0:36:27 あんまりそこがよくわかんないんだけど、何か、 
0:36:31 みんなで作成してるからみんなですって言われてる等そのまた責任の所

在があれなんじゃないのみんなでやってますって言って、 
0:36:38 責任の所在がその明確化できないんじゃないですか。 
0:36:43 違いますかね。 
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0:36:45 そんなことはございませんで、ここは丹責任者この責任者というのは、
もちろん 1 人なんですけども、事務局、事務局というのは、 

0:36:55 私土木室の長でありますイノシタの方で責任を持って、あとメンバーが
体制を組むというところ。 

0:37:05 あとこの審査資料作成者チェック者、 
0:37:12 はい。 
0:37:13 ちょっと誤解を招くとあれですが事務局、事務局につきましては私以下

で対応していくというところでございます。 
0:37:23 審査資料作成者につきましては、これ技術的な事項となりますんで、各

分野におきまして、技術分野の責任者がおりましてそれ以下で対応して
いると。 

0:37:34 いうところ、チェック者も同様のところでございます。総括の責任者が
タカオカというところになります。以上です。 

0:37:44 高岡さんはどこどこの部署部、どこの部分で出てくんですか。 
0:37:50 どこの部分で登場されるんですか。 
0:37:54 タカオカは責任者ですんで、当然ここの記載の通り、ある程度資料がで

きた段階で我々確認会、通しますんでタカオカ以下で、 
0:38:04 資料の内容について確認、 
0:38:09 をするというところでございます。いやこれねせめてねこの責任者とか

さ、根井タカオカさん。 
0:38:16 であればね、ちゃんと 
0:38:19 役目役職名書いて欲しいよね。 
0:38:22 事務局って誰ですかってのもわかんないし、 
0:38:25 最後の品質保証チェックってのはこれ品証室ですか。 
0:38:30 別部門で、これはもう家土木室の中でチェックでございます。そうすと

土木室で全部話が完結しちゃうってことね。 
0:38:40 ここに他部門というふうにございますけども、 
0:38:44 金村長チェックの右側に他部門というところございますが、これ前回

700 回のときに、講じた対策でございまして、 
0:38:53 機電部門とかちょっと品質保証ではないんですけど、基準部門とかも、

審査資料のチェックとして関与してございます。 
0:39:05 そうですか。他部門の応援要員の活用等っていうそこね。 
0:39:12 そうです。 
0:39:17 ちょっと誰がっていうのはちょっとわかんないっすねなんかね結局ね、 
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0:39:22 そこだけは何かちゃんと書いて欲しい何か。 
0:39:28 これいまいち値打ち良くわかんないんですよ、これ。 
0:39:32 事務局登場人物がね、事務局と審査資料作成者とで責任者か。 
0:39:39 審査資料をチェック者ってのはまだ出てくるな。 
0:39:44 いやそれぞれどういうポジションの人なんですか。 
0:39:48 うん。 
0:39:49 そこはちゃんと書いて欲しいですね何かね。 
0:39:52 責任の明確化をしてください。 
0:39:55 先ほどちょっと口頭でご説明しましたが、はい。資料に、見える化させ

ていただきます。 
0:40:05 私から大体こんなとこなんですけどもね。 
0:40:10 私はあんまり 
0:40:11 今回の資料あんまりそのすん、本当にこれで改善できるかどうかってい

うのちょっとまだ、 
0:40:17 ストンと落ちて落ちてないところはあるんだけれどもまあ皆さん方がこ

れでね、こういうシステムでもって、今後再発防止策に取り組むって言
われるんであればねそれはそれでもう、 

0:40:28 もう仕方がないんで、今後その再発防止を、なるべくそのゼロにはなら
ないかもしれないけども、少なくするような努力をしていただければそ
れでいいのかなと思ってますけどもね。 

0:40:38 まずちょっと今日の資料の見た感じはそんなところなんですけどもね。
私からは以上です。 

0:40:49 すいませんタカオカです。なかなか伝えなくて申し訳ございません。 
0:40:55 まずポジションについては、責任者高尾川手事務局イノシタ以下、それ

から審査資料作成者、これは均質関係であれば、モチダ以下、建築関係
であればサカモト以下、 

0:41:08 津波関係で言えばイノシタ以下とかありますのでポジションをきちんと
記載します。チェック者につきましては、第 400 回の教訓として、中身
わかってる人間であれば、地質だったら土建部の抽出も入れて、 

0:41:22 それから記念部門も含めた他部署とかですねそういう体制を講じてます
ので、もう少しわかるようにいたします。 

0:41:28 それから掘り下げ足りないというちょっと厳しいご指摘ではございます
が、前回も少し、意見交換させていただきましたが、チェックじゃ見つ
からんだろうやっぱり作成段階だろうというご指摘。 
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0:41:40 受けました。私どもも全くその通りだと思ってまして、15 ページにござ
いますように、やはり作成方針検討のところで、 

0:41:50 池辺審査書を作り出さずに、説明骨子の後、ロジックに合わせてパーツ
パーツの図表類をきちんと 

0:42:00 審査資料のレイアウトを検討する、その前に方針ですとか、考え方、な
ぜ、あと、最後の結論ですね、そのあたりをきちんとお示し、 

0:42:11 できてないところが弱いなと思いますので、そこをきっちりと固めて、
ロジックを結論から追って、 

0:42:19 わかりやすい資料というところが、修正を繰り返さないポイントかなと
思いますので、その辺りが根本かなというふうにとらえてございます。 

0:42:31 そのあたり 
0:42:33 取り下げが、 
0:42:35 大して変わってないんじゃないかっていう、佐藤審査官の厳しいご指摘

でありますけど、前回きちんと示し切れなかったところを示したとこ
ろ、 

0:42:43 それから本この 
0:42:46 位置をなぜ計画市で作ったのか訳がわからんと、これも里審査官から言

われましたけども、これも計画段階で、ボーリング孔をどうやって、 
0:42:56 Ｈ数を、 
0:42:58 形を示せるかっていう検討用に作った計画ヒサノその理由をしてしまっ

たというところがございますので、そこが本当にぽっかりお見合いをし
てしまったという本当に情けない。 

0:43:09 家族の恥ずかしいご指摘の通りでございます。私ども、 
0:43:14 このもと立つところで作成段階をきちんとですね、 
0:43:18 潰すということで今後きちんとした誤りを極力なくす体制でやっていき

たいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 
0:43:31 規制庁仲村ですけども、ちょっと何点か確認させてください。大きなと

ころはもう、先ほどサトウから言った濃度ダブってるところなんですけ
ども、 

0:43:41 まず初めに今までこれまでに 2 回ぐらい再発防止策っていうのを、電発
さんの方で書かれてたんですけど、今回の三つっていうのは、 

0:43:53 その一番初めにあった三つの 
0:43:57 ミスですねっていうのは、それとミスの種類が違うっていう認識でよか

ったんですかね、まずちょっと数確認のために教えてください。 
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0:44:11 霊園開発のイノシタでございます。 
0:44:13 記載しております通り今回誤りの発端となったのが、第 986 回の審査会

合でコメントを受けて、 
0:44:23 追加調査に基づく情報を誤ったというところございます。 
0:44:30 従いましてこれまでのどちらかといえば、転記ミスとかですね、そうい

う形のミスでしたけども今回は追加調査のボーリング孔、 
0:44:42 大戸、あと、追加調査で獲られました。 
0:44:46 地質データ、 
0:44:48 の分析結果に基づいて出たということでございます。 
0:44:54 だから今までとは、ミスの違う回答が違うということでいいんですよ

ね。だから、何が聞きたかったかというと、今回の説明資料の中で前
の、 

0:45:07 再発防止策が機能しラッチたとかしないとかそういう話が全然なかった
んだけども、そういうところで、もう系統が違うからということで、と
いう説明ですよね。 

0:45:21 はい。基本的なそうです。ただ、審査資料を作るというところになりま
すと、作る中で元データから審査資料に持っていく段階でいろいろこ
う、 

0:45:31 これまで誤ってたところがありますんでそれについての一部、記載で言
いますと 8 ページのところになりますけども、 

0:45:39 これ基本的な話でございますけど、 
0:45:42 文字数字の一貫一括変換の禁止とかですね、図表のバージョン管理と

か、そのあたりについてはきちっとやってたというところがございま
す。 

0:45:55 はい、仲村です。わかりました。続いて、6 ページのところでちょっと
教えてもらいたいのが、 

0:46:01 6 ページの上の方で、両括弧 1 のより計画性のところですね。で、一つ
ポツがあって、2 行目の一番最後の辺りに、審査資料のレイアウト構成
の検討等の手順を追加してこの手順って書いてるんですけど。 

0:46:18 これって具体的にどういうふうな手順でやるという何かそういうルール
を決めたような感じになってるんですけど、これってどっかに資料中
に、もうちょっとこう、 

0:46:30 今はタイトルだけなんで、中身とかって書かれたりしてるんですか。 
0:46:36 はい。円滑に運用してございます。15 ページ。 
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0:46:41 ご覧ください。 
0:46:45 15 ページのところのフローの手順のところになりますけど、レイアウト

構成検討等というところで本部は書いてありますがその前に、論理を構
築して、 

0:46:57 方針まとめ等の作成、その中では審査資料を枚数どのぐらいかというと
ころ、それに基づいて、どういう絵が、 

0:47:07 ＩＩ表が入るかと。 
0:47:08 いうところがこのレイアウト構成というところで、今回、そこの、 
0:47:14 ところの内容につきましてはこのグリーンでハッチングされたところを

意図してございます。 
0:47:20 わかりました。で、あとすいません最後もう 1 点。 
0:47:23 聞きたいんですけども、その下の、6 ページの両括弧 2 のところで、 
0:47:31 例えばその一つ目のポツの一番最後のところでＣＡＤファイルへ反映す

ることをルール化したというようなことを書かれてるんですけど、 
0:47:42 逆に言葉逆にすると、今までルール化っていうのがなかったっていうこ

とですから、っていうのは、普通、こういうのって多分電発さんとかも
やってると思うんですけどＩＳＯとかそういう、 

0:47:56 品質保証のとかってやってると、こういうのをルール化されてるのが当
然じゃないのかなと私は思うんですけど、それがなかったってことです
か。 

0:48:08 手順書的な作業手順書みたいなのは我々の中で引き継ぎ等もありますん
で、そういう手順書は作っとったんですけどもその中に、こういう細か
いところをについて記載がなされてなかったということで今回ルール化
して 

0:48:24 我々が持ってる手順書というところに加えたというところでございま
す。 

0:48:30 この説明についてはわかりました。ちょっと私から確認したかった。 
0:48:35 県は以上です。 
0:48:40 すいません規制庁の長井ですけども、私から最初 2 件確認するつもりだ

ったんですけども先ほどサトウとのやりとりを踏まえて、もう 1 件追加
させてもらって先にその件を聞きます。 

0:48:51 資料の見誤りの発見は説明者が説明のために確認を行った際にとおっし
ゃってましたけども、それは説明者と作成者違う方っていう理解でよろ
しいですか。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:49:05 展開するイノシタございます。当該箇所説明者はご承知の通りこれ地質
ですんで今回持田が説明しておりますが作成者は、地質の別の担当の者
が作成しています。 

0:49:19 つまり説明書の作成段階で何も関与していなかったという理解でよろし
いですか。 

0:49:25 手、手を動かしたのが実際作成者なんすけど、当然、先ほど高尾君も申
しましたように置数の 

0:49:32 その審査資料作成の中の技術的事項の責任はモチダですんで、当然関与
はしてございます。ただ、その資料自体を作成したっていうところは、 

0:49:42 作成者が作ったというところでございます。 
0:49:47 つまり作成段階のチェックには関わってたってことですか。 
0:49:51 作成を直接したわけではなくて、 
0:49:54 ていうところは理解したんですけどもさ、資料ができ上がるまでに関与

していなかった変えたかってのを教えてください。 
0:50:01 関与していたですＹｅｓとなります。 
0:50:04 明日、私の方で聞か引っかかったという意見を聞きます。 
0:50:09 まず今回の資料の、ちょっと言葉じりをとって申し訳ないんですけど

も、流用という言葉が何回か出てくるんですけども、 
0:50:16 対応策にも流用という言葉が残って入ってます。 
0:50:20 これは流用という意味の、 
0:50:22 確認した上で使っていらっしゃるんですか、流用というのはあまりよろ

しくない意味だと思うんですけど、本来は、 
0:50:31 勝野イノシタでございます。ここのポイントは審査、検討用図面のとこ

ろ最初ご説明さしていただきましたが、それを審査資料のパワーポイン
トの形で作ってたというところになります。 

0:50:43 ですから、 
0:50:46 流用する自体が悪いというわけではなくて流用する際にも、きちっと確

認するというところを手順を踏んでいれば、その資料を構成構成という
か、 

0:50:59 パワーポイントのレイアウト土は同じですんで、流用自体が悪いという
ことではなくて流用し、する場合であれば、きちっとやっぱり手はずを
きちっと踏んで、間違いがないことということをちゃんとやるというと
ころが大事ということで、 
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0:51:13 再発防止策の時も、基本的に流用が駄目だというところではなくて、流
用する際は、そういうふうにきちっと手順を踏んで、きちんと管理をし
ていくということをルール化するべきだという考えのもとにここに記載
させていただいております。 

0:51:29 うん。ちょっと今の発言、やっぱりちょっとその有用ってことをわかっ
ているのかということとあと、姿勢に関してちょっと疑いを持ってしま
うんですけども、ちゃんと辞書で流用という言葉の意味を確認してくだ
さい。 

0:51:40 つまり審査資料として作ってないものを審査資料にしたということです
ね。 

0:51:48 今回の経緯からしますと、そうです検討用図面というところがスタート
でしたんで、永井さんがおっしゃるところ、ところになります。 

0:51:56 今後もそれをされるということでよろしいですか。本社の記載通り読む
とその通りになりますけど。 

0:52:04 記載図全部すべてそれをやるっていうことではないですけども、用地は
残しとくという意味で今回このような記載とさせていただいておりま
す。 

0:52:15 基本的にはやっぱりこの中利用するっていうところも書いてありますが
利用するところをちゃんと区分して判別できるようにするというところ
もございますんで、 

0:52:27 流用する場合は、流用とか検討図面を作成パワーポイントの形式で作成
するというようなときに、ある場合は、きちっと検討用図面ですという
ところが、誰が見てもわかるような形できちっと対応するというところ
が基本でございます。 

0:52:41 ただ、やっていく中で、基本的に流用せずに最初から作っていくという
ところもきちっとあるかと思いますんで、そこについては引き続き検討
して参ります。 

0:52:54 あとは先ほどおっしゃった、 
0:52:57 流用につきましては、すいません辞書をちゃんと確認の上、それを踏ま

えて適正化させていただきます。 
0:53:06 対応策に関して御社の姿勢の不足も表れるかと思いますことは、 
0:53:11 ちょっとここは気を使っていただいた方がいいと思います。 
0:53:14 もう一つ示したいのはですね、例えば 
0:53:20 今回の中出です。 
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0:53:21 グループ神栖大間で失敗して本来に近づいたというところの話なんです
けども、 

0:53:28 少なくとも我々ヒアリング資料の段階で受け取ってるのは、もう審査会
合上がる資料と思って見ていてそっから変更経緯っていうのを、 

0:53:36 各審査官各位、確認してるんですけども、御社ではそういうことはして
いなかったんですかねそういうことをしていればこれはすぐ見つけられ
る話だと思うんですけども。 

0:53:50 変更確認、記録残したんですけど、申し訳ございません当該箇所は抜け
てたというふうな結果となります。 

0:54:01 わかりましたは、 
0:54:03 当然その全員が全員、常にすべての人をやれるほどの、 
0:54:06 状況ではないんですけど我々としても、特に御社の資料の場合、厚さが

非常にあるので、 
0:54:13 それも我々にとっても、確認する非常に苦労するので、時間をいただい

ているところなんですけども、 
0:54:20 やはりその変更課長。 
0:54:23 特に今回の場合、非公開示されたようなものの場合は、もっと早い段階

で多分見つけられるんじゃないかと思うんですけども、 
0:54:31 修正の中でそういう域というのはなかったっていうのはチェック者も含

めてなかったということですか、それとも上にもこのページが飛んでし
まったという方が正しいんですか。 

0:54:46 ここに本文に記載の通り繰り返したがために誤りが入っちゃったと内包
されてしまったというところが、結果として、今回ミスが生じたという
ところになります。 

0:55:01 わかりました。つちょっと付け加えて確認しますけども、 
0:55:05 各社お願いして御社にもやっていただいてますが、 
0:55:09 基本的には資料の右上に再掲修正とか入れていただいてますけども、そ

ことの整合性というのは確認をされているという理解でいいですね。 
0:55:21 勝イノシタです前回 700 回誤りでそういう区別をさしていただきまして

そのルールに則って、今、すべてチェックして、整合性取った上で審査
資料はそこの部分については出させていただいております。それも確認
しております。 

0:55:37 はい、わかりました私から以上です。 
0:55:43 はい。他にありますか。 
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0:55:47 いいですか。 
0:55:49 はい岩田ですけれども 
0:55:52 今回ね、お示しいただいたのは皆さんの、 
0:55:54 ファイナルアンサーだという理解はいたしましたただね普通、何となく

私がこれまでの経験でいくと例えば 13 ページの肥田梨衣のね、図では
少し、 

0:56:05 それらしいものが書いてありますけれども、要はどこで、 
0:56:08 間違いが発生したんですが、そのあとどのチェックをすり抜けてしまっ

たんですか、そのチェックには、何が足りなかったんですかみたいなこ
とをね、普通はこうやった上で、 

0:56:21 素材今回の皆さん特に着目していただいてるのは、 
0:56:25 作成段階でねそのミスが発生しないような工夫であるとか、ルールを明

確化するといった対策をとられているようなんですけれども、あとは、 
0:56:36 ね、チェックのときにどうしてわかんなかったんですか問題ってのはあ

まり触れられてないんですが、皆さんね、一応これで、こういう対策を
とりますというふうに理解しました。 

0:56:47 またね、やっぱり先ほども他のメンバーから発言がありましたけれど
も、結局これ作成者じゃないとなかなかわかりにくいミスだったので、
今これまでのチェック体制自体がね、 

0:56:58 要は見つけにくい構造になっていたんですけれども、そこについては根
本を根本というかですね、データを作成するところに、 

0:57:08 主眼を置いて、 
0:57:09 は起きましたということなんですよね結局、 
0:57:12 なので、15 ページに整理をしていただいてるようにこれ、よく見るとで

すねすごい、セルフチェックも含めると何回も何回も見てることにはな
ってるんですが、今回いずれもね、 

0:57:23 どの段階でってのは先ほどケースバイケースって話ありましたけれど
も、 

0:57:28 必ずしもうまいこと見つけられるようなシステムにはなっていなくて、
今の改善でもですね、そこについては、元の資料をしっかり作り込んで
おけばすり抜ける確率を減らしましたとそういう改善だと私は受けとめ
ました。 
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0:57:43 こないだの審査会合でも言いましたけれども、これはねやはり常にＰＤ
ＣＡを動かしていっていただいて、これをやれば、すべてその綺麗にな
くなるんではないっていうことは理解をしていただく必要があって、 

0:57:57 私は結局、皆さんがどういうその掘り下げをしてどういう対策を講じる
かによって、今後ね、同じようなことが発生する。 

0:58:05 確率が減るのか。 
0:58:07 どうかというところなので、これもすべて皆さんの責任だと思ってるん

ですよ。なのでこれ以上この件について私は詰めるつもりはなくてあと
はもう審査会合で、何かやりとりがあればですね、言わせていただきま
すけれども、 

0:58:21 従って、こういう対策をとった結果もしかしたらまだ出るかもしれない
し、 

0:58:26 すべての原因が潰せるかもしれない。ここは皆さん次第だと思います。
あとはどういう形でね、これをちゃんと機能させるように、使っていく
かというところはもう皆さんの責任なので、しっかりやっていただけれ
ばと思います。 

0:58:40 私からは以上です。 
0:58:43 はい。電源開発高岡です。承知いたしました。動きがなくなるよう、 
0:58:50 これからも 
0:58:52 頑張って全員で対応して参りますので、引き続きよろしくお願いいたし

ます。 
0:59:01 私たちの方からは以上ですが、ほかに何かありますか。 
0:59:08 高岡です。そうしましたら審査会合でご審議いただく形になるかと思う

んですけれども、大体いつぐらいになるかとかですね。 
0:59:18 ちょっともしおわかりであればご教示いただければと思います。 
0:59:22 15 日の日にやりたいと思いますので準備を進めていただけますか。 
0:59:29 はい 7 月 15 日ということで、承知いたしました。我々の方は準備いた

しますので、どうぞよろしくお願いします。はい。 
0:59:39 あと説明は今日 20 分ぐらいかかりましたけれども、 
0:59:43 もうちょっとあります。 
0:59:46 20 分の中でご説明させていただきます。わかりました。 
0:59:53 これもね資料の作り方の問題なのかもしれませんけど本来はこの後の方

の図表みたいなものでね、大体その全体が把握できるような形にしてお
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いた方が本当はわかりやすいんですが、ちょっと文章が多いなというの
は感想だけを申し上げておきます。 

1:00:09 そうしましたら基本的に図表の方でご説明さしていただきます。 
1:00:15 はい。ただね、初めてこの 
1:00:18 今回の話を聞く人もいるのでですね、一応どういうところが間違えたと

かですね、それがどういうその原因によって起こったんですかみたいな
話は説明していただいた方がいいと思いますし、 

1:00:28 あと先ほどこれもうちのチームからありましたけれども、 
1:00:33 誰が見つけたんですか問題は書かないはもう皆さんにお任せしますの

で、そこは資料、このままでも結構ですし修正していただいても結構で
す。 

1:00:43 はい、承知しました最初の誤りの内容今回は皆さんご承知ということで
説明省略させていただきましたがそこは簡単に触れさせていただいた上
でご説明させていただきます。あと誰がというところに退社。 

1:00:55 少し検討さしてください。 
1:01:01 さっき説明 20 分でやりますってだけで結局 30 分ぐらいかかってたので

悪化、20 分でできますか、本番で。 
1:01:09 必要に応じて、30 分、 
1:01:12 未満ぐらいでちょっとお願いしたいなと思ってますけども、 
1:01:16 ありがとうございます。申し訳ございません。そしたら 30 分以内で、 
1:01:21 内容から含めてご説明させていただきます。御社としてはこれ重要な会

合ですよねやっぱりね。 
1:01:28 そうですそもそもやっぱボーリングの位置があまりご指摘いただいて、

重要なところの誤りですんで、あまり大変反省しておりますその中でし
っかりご説明させていただきます。 

1:01:39 両資料ですけど今日、別紙 1 別紙 2 ってあるんだけどね。 
1:01:45 これ別紙 1 ページには不要なんじゃないかなと思うんだけど別にこれ、

添付していただいても、 
1:01:52 これ 1 個 1 個見るわけではないしね何か。 
1:01:55 という感じがするんですけど我々、 
1:01:58 審査チームとしては、 
1:02:01 なので今日説明していただいた資料だけでいいんじゃないすか適宜修正

とかあるかもしれませんけど 
1:02:08 それはおまかせしますが、 
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1:02:11 あ、すいませんイワタですけれども、そしたらですね折衷案ではないで
すけれども、どんなイメージで間違えたかというその 3 点についてはで
すね、代表例として三つぐらいつけたらどうですか。 

1:02:24 はい、わかりました。代表例という形で検討させていただきます。 
1:02:31 すべてつけるというところははい、なしということで相対をさしていた

だきます。 
1:02:34 はい。そうですね。文章で説明する中で引用しながら説明していただく

というようなイメージを考えますのでよろしくお願いします。 
1:02:42 そうしましたら以上になりますがよろしいですか。 
1:02:48 はい。0 河津タカオカです承知いたしました本日、やりとりあった方向

で資料は修正して協議いたします。 
1:02:56 重ね重ねですけども、資料の誤り本当に申しわけございませんでした。 
1:03:01 長井さんからもあったように、皆さんのお手を煩わすとともに、 
1:03:06 それから重要な更新影響するしかないという、それはもう本当に肝に銘

じて対応して参りますので、本当に申し訳ございません。今後も引き続
きどうぞよろしくお願いいたします。 

1:03:18 はい。はい、わかりました。それともう 1 点すいません確認をし忘れた
んですけれども、今回のこの方策というのは一応審査会合で議論して、
こういう形で進めてくださいねということになるのか我々としては日置
増野。 

1:03:32 ということだけ言うのかちょっとそれは当日まで考えますが、他の資料
については、どの段階からこれを適用することになるんでしょう。 

1:03:45 今後の資料につきましては基本的にこのルールに沿った形で審査資料を
ご提出させていただきます。 

1:03:53 そうすると要は 7 月 15 日以降の審査会合にんとか、ヒアリングもそう
なんですけれども、そこのプロセスで、再度、すでにあるものもあるの
かもしれませんけど見直しを行った上で、 

1:04:07 提出していただくとそういう理解でよろしいですね。 
1:04:10 はい。先日の会合でご説明したようにすでに準備が整ってるものもござ

いますけども、改めてこのルールに従って、何がフィードバックできる
のかというところ。 

1:04:21 一応、各それぞれの資料を確認した上で、できるものはやった上で資料
構成提出させていただきます。地質のシームＳ11 変状につきましては正
しく方針の後、 
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1:04:34 ある程度方針が了解いただきましたら、これに基づいて、1 から審査資
料を作るという形に再対応させていただきます。 

1:04:45 ちょっと今のところ、今のご発言の中で微妙だったのはすでに準備して
あるものについてはどうなんですかっていうと、ちょっと今ひとつはっ
きり見えなかったんですが、例えば津波とかですね、 

1:05:00 当然これに基づいた形で、再チェックという形にさせていただいたこの 
1:05:05 作成方針検討というところが、フローにございますけども、ここにつき

ましてはすでに資料を作ってるというところの前の段階の、 
1:05:15 行為になりますんでそこについては、今ある程度資料ができてるものに

対して、どういう形でフィードバックできるかというのは、検討させて
ください。基本的にやるというところで対応させていただきます。わか
りましたやる、やられるということで理解しました。ありがとうござい
ます。嘘。 

1:05:34 補足ですけどサトウですけど、皆さんの今のこれは、その資料作成段階
に問題がありましたと言ってるにもかかわらず、今もう資料できていま
すっていう説明で、 

1:05:45 それは大丈夫ですか。なんか、それはちょっと矛盾してませんなんて、
すいません私の言葉がちょっと足りですけども、当然今回資料作成段階
で、 

1:05:56 対応していくというところありますんで、作ってるものに対して資料座
作成段階におりた形で、この形でチェックをかけて、 

1:06:06 対応していさせていただきます。 
1:06:09 確認ですけどそうすっと資料できてるものもあるけどももう 1 回さかの

ぼってそれはチェックをするというそういうことでいいっすね何かね。 
1:06:17 そうです。そうしなければ我々今後やりますっていうことに対してやっ

てないということになります。それは、今度、今度の 7 月 15 でお約束
ですからねこれね。 

1:06:27 はい。それは承知しております。 
1:06:33 はい。それでは以上にしたいと思いますお疲れ様でしたありがとうござ

います。 
1:06:38 はい。どうもありがとうございました。 

 


